
①文献調査 ②概要調査
（ボーリングの実施等）

③精密調査
（地下施設の建設・試験）

施設建設
廃棄物搬入開始

20年程度

最終処分法で定められた選定プロセス

8-3-11

地層処分の立地選定プロセス

出典：経済産業省 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会資料等より作成

※各調査段階において、地元自治体の意見を聴き、これを十分に尊重する（反対の場合は次の段階に進まない）。

国による科学的特性マップの提示（マッピング）

重点的な理解活動（説明会の開催等）

●自治体からの応募
●複数地域に対し、国から申し入れ

文献調査の開始に向けて、
新たなプロセスを追加

原子力・エネルギー図面集


